
京都市立小学校条例等の一部を改正する条例（平成２６年６月１１日条例第   号）（保

健福祉局子育て支援部児童家庭課及び教育委員会事務局総務部調査課） 

  京都市立岩倉南小学校等の位置の表示の変更に伴い，規定を整備します。 

 １ 京都市立岩倉南小学校の位置の表示の変更 

改 正 前 改 正 後 

京都市左京区岩倉下在地町３４０番地の１ 京都市左京区岩倉北四ノ坪町３３番地 

 ２ 京都市立洛北中学校の位置の表示の変更 

改 正 前 改 正 後 

京都市左京区岩倉忠在地町３０９番地 京都市左京区岩倉忠在地町８２３番地 

 ３ 京都市岩倉南児童館の位置の表示の変更 

改 正 前 改 正 後 

京都市左京区岩倉下在地町２１３番地の１ 京都市左京区岩倉北四ノ坪町３５番地 

  この条例は，京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）都市計画事業洛北第二

地区土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行することとしまし

た。 
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 京都市立小学校条例等の一部を改正する条例を公布する。 

  平成２６年６月１１日 

京都市長  門川 大作 

京都市条例第   号 

   京都市立小学校条例等の一部を改正する条例 

（京都市立小学校条例の一部改正） 

第１条 京都市立小学校条例の一部を次のように改正する。 

  別表位置の欄中「京都市左京区岩倉下在地町３４０番地の１」を「京都市左京区岩倉

北四ノ坪町３３番地」に改める。 

（京都市立中学校条例の一部改正） 

第２条 京都市立中学校条例の一部を次のように改正する。 

  別表位置の欄中「京都市左京区岩倉忠在地町３０９番地」を「京都市左京区岩倉忠在

地町８２３番地」に改める。 

（京都市児童館及び学童保育所条例の一部改正） 

第３条 京都市児童館及び学童保育所条例の一部を次のように改正する。 

  別表第１京都市岩倉南児童館の項中「京都市左京区岩倉下在地町２１３番地の１」を

「京都市左京区岩倉北四ノ坪町３５番地」に改める。 

   附 則 

 この条例は，京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）都市計画事業洛北第二地

区土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。 

（保健福祉局子育て支援部児童家庭課及び教育委員会事務局総務部調査課） 
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